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第
４
期
小
郡
市
介
護
保
険
事
業

計
画
の
中
で
、平
成
21
年
度
か
ら

平
成
23
年
度
ま
で
の
３
か
年
の
介

護
保
険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。 

　
介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
見

直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

第
４
期
小
郡
市
介
護
保
険
事
業
計

画
の
中
で
、平
成
21
年
度
か
ら
平

成
23
年
度
の
３
か
年
に
お
い
て
、

市
が
必
要
と
す
る
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
総
費
用
額（
利
用
者
負
担

を
除
く
）は
約
82
億
円
と
見
込
ん

で
い
ま
す
。 

　
こ
の
う
ち
公
費（
国
、県
、市
）で

全
体
の
50
％
を
、
30
％
を
40
〜
64

歳
の
人
の
介
護
保
険
料
で
ま
か
な

い
、残
り
20
％
を
65
歳
以
上
の
人

の
介
護
保
険
料
で
ま
か
な
い
ま
す
。 

　
こ
れ
を
65
歳
以
上
の
被
保
険
者

数
で
割
る
と
、一
人
当
た
り
の
平

均
保
険
料
が
出
さ
れ
、こ
れ
が
保

険
料
基
準
額
と
な
り
ま
す
。 

　
市
で
は
、こ
の
第
４
期
介
護
保

険
事
業
計
画
の
中
で
、保
険
料
基

準
額
を
月
額
３
、７
６
０
円
と
決

定
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
基
準
額
を
基
に
、こ
れ
ま

で
７
段
階
で
設
定
し
て
い
た
保
険

料
を
９
段
階
に
さ
ら
に
細
分
化
し
、

所
得
の
低
い
方
の
負
担
を
軽
く
で

き
る
よ
う
に
設
定
し
ま
し
た
。 

 ※
介
護
従
事
者
の
処
遇
改
善
の
た

め
に
、介
護
報
酬
が
増
額
改
定

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
改
定
に

よ
る
介
護
保
険
料
増
額
の
対
策

と
し
て
、国
庫
負
担
金
に
よ
る

特
例
交
付
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。 
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対　　象　　者 

 

生活保護受給者、市町村民税非課税で 

老齢福祉年金受給者 
 

市町村民税世帯非課税で、課税年金収入額 

＋合計所得金額≦８０万円を満たす人 
 

市町村民税世帯非課税で第２段階対象者

以外の人 
 

市町村民税本人非課税で世帯課税者のう

ち、課税年金収入額＋合計所得金額≦８０

万円の人 
 

市町村民税本人非課税で世帯非課税者の

うち第４段階対象者以外の人 
 

市町村民税本人課税者のうち、 

合計所得金額が１２５万円未満の人 
 

市町村民税本人課税者のうち、 

合計所得金額が１２５万円以上２００万

円未満の人 
 

市町村民税本人課税者のうち、 

合計所得金額が２００万円以上４５０万

円未満の人 
 

市町村民税本人課税者のうち、 

合計所得金額が４５０万円以上の人 

保 険 料  

段 　 階  

 

第１段階 
 

 

第２段階 

 
 

第３段階 

 

 

第４段階 

 
 

第５段階 

 
 

第６段階 

 

 

第７段階 

 
 

 

第８段階 

 

 

第９段階 

 

 
 

２２，５６０円 

(月額1,880円) 
 

２２，５６０円 

(月額1,880円) 
 

３３，８４０円 

(月額2,820円) 
 

３７，４４０円 

(月額3,120円） 

 

４５，１２０円 

(月額3,760円) 
 

４９，６８０円 

(月額4,140円） 

 

５６，４００円 

(月額4,700円) 

 
 

６７，６８０円 

(月額5,640円） 

 

７８，９６０円 

(月額6,580円)

 

 
 

基準額 

×0.50 
 

基準額 

×0.50 
 

基準額 

×0.75 
 

基準額 

×0.8３ 

 
 

基準額 

 

基準額 

×1.10 

 

基準額 

×1.25 

 
 

基準額 

×1.50 

 

基準額 

×1.75

◆◆第4期(平成21～23年)介護保険料◆◆ 

◆◆小郡市の介護保険料の変遷◆◆ 
第1期介護保険計画 
(平成12～14年度) 

 
３,０４０ 

介護保険料 
基準額(円)

第2期介護保険計画 
(平成15～17年度) 

 
３,３８０ 

第3期介護保険計画 
(平成18～20年度) 

 
３,９５０ 

第4期介護保険計画 
(平成21～23年度) 

 
３,７６０ 

消費生活相談室 小郡市消費生活 
相　談　室 

 窓口開設日時
毎週月・火・木・金
曜日／午前９時～
正午、午後１時～４
時
問い合わせ先
小郡市消費生活相
談室☎72－2111内
線144

▼
▼

高級食材「カニ」の購入にまつわる相談が寄せられています。 
「ある日突然、誰も頼んだ覚えのない『カニ』が代金引換で送られてきた」ま
たは「事前に電話で２キロ９千円というセールスを受け購入すると返答。代金
引換でお金を払ったら中身は1.2キロしかなかった」などの事例が市内で発生
しています。 
法律では注文した覚えのないものは２週間保管の後処分して構わないとさ
れていますが、代金を宅配業者に一旦支払ってしまうと取り戻すことが困難
です。また電話だけの契約だと、説明と違うと思っても「言った」「言わない」の
水かけ論となってしまいがちです。 
○アドバイス 
・注文した覚えのないものは受け取らない 
・電話だけのセールスで契約する場合は先払いや代金引換を利用しない 

段階別介護保険料  

上段（年額）下段（月額） 

ケータイ、ネットの利用状況を知ることからケータイ、ネットの利用状況を知ることから

問い合わせ先　介護保険課　介護保険係　☎73－2111　内線452・453


